
下請代金の 

支払いは現金で！ 

① 下請代金の支払いは可能な限り現金で。 
② 手形等による場合は、割引料を下請事業者に負担させることが

ないよう、下請代金の額を十分に協議する。 
③ 手形サイトは120日（繊維業においては90日）を超えてはなら

ないことは当然として、将来的に60日以内とするよう努める。 

新たな手形に関する通達のポイント 

親事業者のうち大企業から率先して取り組んで頂きます！ 

※今後、政府が数年間かけて改善状況を調査します。 

今後の 
下請代金
は現金払
いにします。 

ありがとう
ございま
す！ 

中小企業庁／公正取引委員会からのお知らせ 

〈本件に関する問い合わせ先〉 中小企業庁 取引課 03－3501－1669 

 下請代金の支払いについて、新たに以下のような内容を全国約21万社の
親事業者及び約870の業界団体に対して、通達しました。 

通達の全文は以下のURLをご参照ください。（仮） 
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/index.html 


